
防災倉庫の仕様変更見直しのタイトル

平成30年度　業務棚卸評価シート

No. 担当部課名称8

事務事業名 防災倉庫整備事業

市民安全部防災対策課

１　現状における課題

３　改善により期待できる効果

２　業務改善の趣旨及び具体的内容

・経年劣化した防災備蓄倉庫の早急な更新。
・事務手続きの簡素化と予算の軽減。
・防災備蓄倉庫の更新に伴う避難所における災害対応体制の強化。
・建築確認申請の手続きを行わなくても倉庫の設置が可能となる。

有（小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)）添付資料　有無

【趣旨】
　国の技術的助言及び庁内関係課との協議を踏まえ、今後整備を進める防災倉庫の仕様を変更
する。

【具体的内容】
　次の工程を踏まえた後、本年度から取り組みを開始する。
　・庁内関係課と建築確認申請等を必要としない防災倉庫の仕様について協議・調整を実施。
　・協議結果を踏まえ、倉庫の仕様変更にあたっての課題・検討事項の洗い出しを行う。
　・洗い出した課題等に対する解決策を検討した上で、課題の解決を図る。
　・上記を踏まえて、市として今後整備を進める倉庫を選定。

・避難所等に設置している防災備蓄倉庫については、数多くが経年劣化をしており、更新する
必要が生じている。
・既存のものと同じ形状の倉庫に更新するためには、原則建築確認申請等の手続きを経る必要
があるため、建築確認申請にあたっての専門的な知識を必要するとともに、事務手続きに時間
を要する。また、現在の倉庫は特別仕様のため、整備費用が多額となる。
・建築確認申請等の手続きが必要とされる敷地の整理を進めているため、速やかな更新が出来
ない状況である。



・庁内関係課と協議を行い、建築確認申請等の手続きを要さず、かつ既存の防災倉庫と同等の
機能を維持できる茅ヶ崎市における防災倉庫の規格について方針を共有した。
・方針に従い、倉庫の仕様を定め、施設管理者と協議のもと、防災倉庫の更新を行った。
・煩雑な手続きを行わず、整備費用を抑え、短期間で従来と同等程度の機能を有する防災倉庫
に更新を行うことができた。

６～７月　　庁内関係課と調整、課題の洗い出し、課題の解決策の実施
８月　　　　避難所等の施設管理者と設置場所の協議
１０月　　　倉庫の発注
１～３月　　既存倉庫の撤去、倉庫の更新

５　実施結果の振り返り

４　実施スケジュール（概要）
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